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□問本庁・環境施設課

くらしの

情報

くらしの情報

年始と１月13日㊊（成人の日）のごみ収集日を変更します。なお、１月１日㊌から同３日㊎までは収集は行
いません。その他の地区は、「家庭ごみの出し方カレンダー」をご確認ください。ごみ収集日を変更します

燃やせないごみ

対　象　地　区 変更前 変更後

本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡

水・土曜日に収集予定の地区

月・木曜日に収集予定の地区

火・金曜日に収集予定の地区

土手、佐伊津町（上在郷、下在
郷、寺の尾、金ヶ丘、松原、堀の
内、元、町、浜洲、ほんどの森）
港町、亀場町（新田）、楠浦町（新田西、
新田中、新田東、舟津1、舟津2･3、舟津
4･5、舟津6、今村、釜、錦島、大友尻）
小松原、志柿町（志柿東、宇
土、村下、志柿中央、志柿西）
志柿町（東瀬戸）、下浦町全域

東浜、西浜、浜津、馬場、浜崎、亀場町（通山、
宇土、春登、後堀、開場、友尻）、枦宇土町全域

船之尾、大門口、東町、上川原、川原新
町、上町、土手、亀場町（上、恵比曽）
上南、下川原、亀場町（寺中、
下潟、下浜田、上浜田）
古川、下町、本町全域、宮地岳町全域

月・木曜日に収集予定の地区

火・金曜日に収集予定の地区

岡東、岡一、岡二、岡三、岡四、
船津、真浦、加世浦、宮崎
鬼塚、須口、茂串、吉田一、吉田
二、大脇、上揚、村田、かじや、明石

魚貫一、魚貫二、浦越、池田、福
津、亀浦、早浦、四名田、向辺田
天附、元下須、中の浦、大の浦、山の浦、
内の原、浅海、下平、船津、東多々良、中浦

燃やせないごみ ※年始の収集日変更により通常の収集日が１週間ずれます。

資　源　物

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

対　象　地　区 変更前 変更後

有　
　

明

牛　
　
　
　
　

深 資　源　物 ※年始の収集日変更により通常の収集日が１週間ずれます。

燃やせるごみ

燃やせるごみ

資　源　物

資　源　物 ※年始の収集日変更により通常の収集日が１週間ずれます。
対　象　地　区 変更前 変更後

資　源　物
対　象　地　区 変更前 変更後

燃やせるごみ
１月１日㊌
１月15日㊌
１月２日㊍
１月16日㊍
１月３日㊎
１月17日㊎
１月８日㊌
１月22日㊌
１月９日㊍
１月23日㊍
１月10日㊎
１月24日㊎

１月２日㊍
１月13日㊊

１月３日㊎

１月１日㊌

１月８日㊌
１月22日㊌
１月９日㊍
１月23日㊍
１月10日㊎
１月24日㊎
１月15日㊌
１月29日㊌
１月16日㊍
１月30日㊍
１月17日㊎
１月31日㊎

１月４日㊏
１月14日㊋

１月４日㊏

１月６日㊊

１月１日㊌

1月２日㊍

１月13日㊊
1月３日㊎

１月１日㊌

1月２日㊍

１月３日㊎

1月13日㊊

１月１日㊌

収集なし
（次は４日㊏）
収集なし

（次は６日㊊）
1月14日㊋
1月４日㊏

1月７日㊋

1月８日㊌

1月９日㊍

1月17日㊎

1月29日㊌

1月２日㊍

１月３日㊎

1月13日㊊

１月２日㊍
１月13日㊊
１月３日㊎

１月１日㊌

１月８日㊌

１月15日㊌

１月22日㊌

1月30日㊍

1月31日㊎

1月11日㊏

１月４日㊏
１月14日㊋
１月４日㊏

１月８日㊌

１月15日㊌

１月22日㊌

１月29日㊌

中の浦、大の浦、山の浦、内の原、
浅海、下平、船津、東多々良、中浦

亀浦

吉田一、吉田二、大脇、上揚、村
田、かじや、明石

船津、真浦、加世浦、天附、元下須

早浦、四名田、向辺田

魚貫一、魚貫二、浦越、池田、福津

東地区（楠甫、大浦、須子、赤
崎、下津江）
西地区（上津浦、下津浦、小島
子、大島子）

楠甫、下津浦

１月２日㊍
１月13日㊊

１月３日㊎

１月１日㊌

１月２日㊍
１月16日㊍
１月９日㊍
１月23日㊍

１月２日㊍
１月13日㊊
１月３日㊎

１月１日㊌

１月４日㊏
１月14日㊋

１月４日㊏

１月８日㊌

１月９日㊍
１月23日㊍
１月16日㊍
１月30日㊍

１月４日㊏
１月14日㊋
１月４日㊏

１月６日㊊

A地区（大多尾、宮南、宮地浦、
切越、諏訪）
B地区（馬場下、渡ノ浦、平、棒の鶴、馬
場上、切越の一部(団地前)、宮地浦の
一部(浦元宅前)、中田、碇石、大宮地）

A地区（大多尾、宮南、宮地浦、
切越、諏訪）

大多尾、宮南、宮地浦、切越（団
地前除く）、諏訪
馬場下、渡ノ浦、平、棒の鶴、馬場上、
切越(団地前)、中田、碇石、大宮地

東地区（御領、鬼池）

西地区（二江、手野、城河原）

西地区（二江、手野、城河原）

本　
　

渡

牛　
　
　
　
　
　

深

新　
　
　
　
　
　

和

五　
　

和

　

県
で
は
、
新
た
に
里
親
に
な
っ

て
子
ど
も
を
育
て
て
い
た
だ
け
る

人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

県
と
市
で
は
、
里
親
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
里

親
制
度
説
明
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　

里
親
に
関
心
の
あ
る
人
や
里
親

を
希
望
す
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

▼
と
き
・
と
こ
ろ
＝
１
月
21
日
㊋

午
後
２
時
か
ら
天
草
西
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
午
後
７
時
か
ら

天
草
市
民
セ
ン
タ
ー
・
第
２
会

議
室
。

▼
内
容
＝
Ｄ
Ｖ
Ｄ
視
聴
、
制
度
の

説
明
、
個
別
相
談
。

▼
申
込
方
法
＝
事
前
に
本
庁
・
子

育
て
支
援
課
へ
電
話
ま
た
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
㉔
３
５
０
１
で
お
申
し
込

設
に
着
手
さ
れ
た
も
の
に
限
り

ま
す
。

▼
免
除
期
間
＝
固
定
資
産
税
が
最

初
に
課
税
さ
れ
る
年
度
を
含
む

３
年
間
。

▼
申
請
期
限
＝
１
月
31
日
㊎
ま
で
。

□問
本
庁･

課
税
課

●
企
業
誘
致
や
地
場
産
業
の
振
興

の
た
め
の
奨
励
措
置
（
工
場
等

の
建
設
費
や
用
地
の
取
得
費
の

補
助
、
雇
用
奨
励
金
な
ど
の
交

付
）
も
行
っ
て
い
ま
す
。

□問
本
庁（
別
館
）・
産
業
政
策
課

　

平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
新

築
さ
れ
た
認
定
長
期
優
良
住
宅

は
、
１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
ま
で

に
相
当
す
る
固
定
資
産
税
の
２
分

の
１
が
５
年
間
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
の
要
件
＝
●
家
屋
の
住
居

部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以

上
で
あ
る
こ
と
●
１
戸
あ
た
り

の
床
面
積
が
50
㎡
（
１
戸
建
て

住
宅
以
外
の
賃
貸
住
宅
な
ど
に

あ
っ
て
は
40
㎡
）
以
上
２
８
０

㎡
以
下
。

▼
減
額
さ
れ
る
期
間
＝
①
一
般
住

宅
（
②
以
外
の
住
宅
）…

新
築

後
５
年
間
②
３
階
建
て
以
上
の

み
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
参
加
も
可
能
で
す
。

□問
本
庁
・
子
育
て
支
援
課

　

平
成
25
年
中
に
給
料
や
賃
金
な

ど
を
支
払
っ
た
事
業
所
ま
た
は
個

人
事
業
主
は
、「
給
与
支
払
報
告

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、

ま
た
は
年
の
途
中
で
退
職
し
た

人
、
個
人
事
業
主
で
家
族
な
ど
の

事
業
専
従
者
に
支
給
す
る
給
与
に

つ
い
て
も
提
出
が
必
要
で
す
。

　
「
給
与
支
払
報
告
書
」
を
提
出

し
な
い
と
、
給
与
に
つ
い
て
従
業

員
の
人
に
住
民
税
の
申
告
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
＝
１
月
31
日
㊎※

早

め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
提
出
先
＝
本
庁
・
課
税
課
ま
た

は
各
支
所
担
当
課
。

〔
郵
送
〕〒
８
６
３

－

８
６
３
１

（
住
所
記
載
不
要
）
天
草
市
役

所
・
課
税
課

※

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
を
利
用
し
て
「
給

耐
火
構
造
住
宅…

新
築
後
７
年

間
。

▼
申
込
方
法
＝
印
か
ん
と
「
長
期

優
良
住
宅
認
定
通
知
書
（
写
し

で
も
可
）」
を
持
参
し
、
本
庁
・

課
税
課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁･

課
税
課

　

常
時
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
数

が
20
人
以
下
（
商
業
や
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
人
以
下
）
の
商
工
業
小
規

模
事
業
者
で
、
設
備
投
資
の
た
め

５
０
０
万
円
以
上
の
資
金
の
借
り

入
れ
を
行
っ
た
事
業
者
に
対
し

て
、
利
子
補
給
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

▼
補
助
対
象

●
事
業
用
店
舗
や
倉
庫
、工
場
、

事
務
所
の
新
築
ま
た
は
増
改

築
。

●
製
造
を
目
的
と
し
た
機
械
の

導
入
（
自
動
車
や
間
接
的
な

機
械
設
備
を
除
く
）。

●
顧
客
の
た
め
の
無
料
駐
車
場

の
整
備
（
用
地
取
得
費
を
除

く
）。

●
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
改

装
や
移
転
（
補
償
対
象
と
な

る
部
分
や
住
居
を
除
く
）。

▼
申
込
方
法
＝
１
月
31
日
㊎
ま
で

に
、
各
商
工
会
議
所
ま
た
は
市

商
工
会
に
次
の
関
係
書
類
に
よ

り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
補
助
金
等
交
付
申
請
書

●
商
工
業
設
備
投
資
資
金
利
子

補
給
補
助
金
事
業
計
画
書

（
新
規
の
み
）

●
計
算
基
礎
書

●
資
金
借
入
契
約
書
の
写
し
と

償
還
計
画
書

●
商
工
業
設
備
投
資
資
金
利
子

補
給
補
助
金
支
払
実
績
証
明

書
●
商
工
業
設
備
投
資
資
金
利
子

補
給
補
助
金
設
備
完
了
報
告

書
（
新
規
の
み
）

●
滞
納
の
な
い
証
明
書

□問
本
庁（
別
館
）・
産
業
政
策
課
／

各
商
工
会
議
所（
本
渡
☎
㉓
２
０

０
１
、牛
深
☎
73
３
１
４
１
）／

市
商
工
会
☎
33
２
５
２
５

与
支
払
報
告
書
」
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
利
用
に

つ
い
て
の
詳
細
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

　

w
w
w
.eltax.jp/

）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

□問
本
庁･

課
税
課

　

市
で
は
、企
業
誘
致
の
促
進
と
、

産
業
振
興
や
雇
用
拡
大
の
た
め
、

固
定
資
産
税
を
課
税
免
除
す
る
特

例
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

▼
対
象
＝
製
造
業
・
情
報
通
信
技

術
利
用
事
業
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
）・
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を

除
く
）
を
行
う
た
め
の
特
別
償

却
設
備
（
家
屋
や
そ
の
家
屋
が

建
つ
部
分
の
土
地
、
事
業
に
使

用
す
る
償
却
資
産
で
機
械
・
装

置
）
を
新
・
増
設
し
た
事
業
者
。

▼
適
用
基
準
＝
平
成
25
年
１
月
２

日
か
ら
翌
26
年
１
月
１
日
ま
で

に
新
･
増
設
し
た
特
別
償
却
設

備
で
、
取
得
価
格
の
合
計
額
が

２
、７
０
０
万
円
を
超
え
る
も

の
。な
お
、土
地
は
取
得
日
の
翌

日
か
ら
１
年
以
内
に
家
屋
の
建

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

給
与
支
払
報
告
書
の

　

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

長
期
優
良
住
宅
の

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

商
工
業
設
備
投
資
資
金
利
子

　

補
給
補
助
金
の
受
付
開
始

子
育
て

子
育
て

行
　
政

行
　
政

里
親
制
度
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

←

←

事
業
者
に
か
か
る

固
定
資
産
税
を
免
除
し
ま
す

エ

ル　

タ
ッ
ク
ス


